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公立病院経営強化プランに関する関係通知について

R4.3.29「公立病院経営強化の推進について（通知）」

• 国において「公立病院経営強化ガイドライン」を策定し、公立病院に対し経営
強化プランを令和５年度末までに策定するように要請。
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国

国 R5.2.16「公立病院経営強化プランの総務省への提出等について」

• 経営強化プランの総務省への提出方法等について通知。

県市町
村課

R5.3.13「公立病院経営強化プランの総務省への提出等について（通知）」

R5.4.14「地域医療構想調整会議における「公立病院経営強化プラン」の
協議について（依頼）」

・調整会議における協議方法や協議時期等について整理し、通知。

⇒令和５年度中に調整会議で協議をしていただく（今回含め、３回開催予定）

県医療
整備課

国

R4.3.24「地域医療構想の進め方について」

• 病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、
地域医療構想調整会議において協議。



R4.3.29付け「公立病院経営強化の推進について（通知）」
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地域医療構想との関係
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「地域医療構想の進め方について」
令和4年3月24日付け 医政発0324第6号（厚生労働省医政局長 → 都道府県知事）

・ 公立病院については、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、
地域医療構想調整会議において協議する。

「公立病院経営強化の推進について」
令和4年3月29日付け総財準第72号（総務省自治財政局長→都道府県知事 等）

・ 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24日付け厚生労働省医政局長通
知）により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置付けることとされていること
も踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。

・ 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、個々の公立病院が地域医療構想等を踏まえて、地域
において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化することが重要である。

・ 当該公立病院の将来の病床機能のあり方は、構想区域における病床の機能区分ごとの将来の必要病床数
と整合性のとれた形でなければならない。このため、地域医療構想における推計年である令和７年（2025
年）及び経営強化プランの対象期間の最終年度における当該公立病院の機能ごとの病床数や、病床機能の
見直しを行う場合はその概要を記載する。

・ 既存施設の長寿命化等の対策を適切に講じた上で、なお新設・建替等が必要となる場合には、地域医療
構想等との整合性を図った当該公立病院の役割・機能や規模等を記載する。



R5.4.14付け「地域医療構想調整会議における「公立病院経営強化プラン」の
協議について（依頼）」
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１ 提出を依頼する資料
（１）公立病院経営強化プランの概要（様式１）

※現状の具体的対応方針の機能別病床数等に変更がある場合は様式２も併せて提出

（２）その他参考資料（任意）
※様式１、２については、以下の千葉県ホームページから報告様式がダウンロードできます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/keikaku/kenkoufukushi/chiikiiryoukousou.html

２ 提出方法
（１）提出方法 電子データで様式を提出
（２）提出時期 随時 ※調整会議開催の１か月前までに提出

３ 今後の調整会議の開催時期及び協議方法
（１）今後の開催予定
・第２回 １０月～１１月
・第３回 １月～３月

（２）協議方法
・協議の際は調整会議に参加の上、内容説明や質疑等の対応をお願いします。
・提出いただいた資料は公表の上、協議を行います。

４ 留意事項
経営強化プランの策定予定時期から逆算して、適切な時期にプランの内容について調整

会議で協議できるよう、様式の提出時期については留意してください。
※今年度中の調整会議で協議できるよう御注意ください。



県内各圏域の公立病院経営強化プラン策定対象の公立病院

6

千葉
・千葉県精神科医療センター
・千葉県がんセンター
・千葉県救急医療センター
・千葉県こども病院
・千葉市立青葉病院
・千葉市立海浜病院
東葛南部
・船橋市立医療センター
東葛北部
・松戸市立総合医療センター
・松戸市立福祉医療センター東松戸病院
・柏市立柏病院
香取海匝
・千葉県立佐原病院
・銚子市立病院
・国保匝瑳市民病院
・香取おみがわ医療センター
・国保多古中央病院
・東庄町国民健康保険東庄病院
・総合病院国保旭中央病院

山武長生夷隅
・大網白里市立国保大網病院
・東陽病院
・さんむ医療センター
・東千葉メディカルセンター
・いすみ医療センター
・公立長生病院
安房
・鴨川市立国保病院
・南房総市立富山国保病院
・鋸南町国民健康保険鋸南病院
君津
・国保直営総合病院君津中央病院
・国保直営君津中央病院大佐和分院
市原
・千葉県循環器病センター

・下線の公立病院について「公立病院経営強化プラ
ンの概要」の提出があったため、具体的対応方針と
して、該当圏域において協議を実施

※各圏域における並順は、総務省の「決算統計における地方公共団体コード、施設コード」順による。
※経営強化プランの策定対象である「公立病院」とは、「地方公営企業法が適用される病院及び公営
企業型地方独立行政法人が運営する病院」を指す。


